
　毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日
） 

         

　
　
　
　
　
　
　目

　
　次

　
　

 
 

　告

　示 

○
公
金
の
収
納
の
事
務
を
委
託
し
た
件                                             

五
二
三 

○
農
地
法
第
四
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
三
十
九
条
第
一
項
の 

　規
定
に
よ
り
裁
定
を
行
っ
た
件                                                 

五
二
三 

○
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
を
す
る
森
林
所 

　有
者
等
の
所
在
が
不
分
明
で
あ
る
た
め
当
該
通
知
の
内
容
を
掲
示
し
た
件                 

五
二
三 

○
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
し
た
旨
の
通
知
を
す
る
森
林
所
有
者
等
の
所 

　在
が
不
分
明
で
あ
る
た
め
当
該
通
知
の
内
容
を
掲
示
し
た
件                           

五
二
四 

　公

　告 

○
一
般
競
争
入
札
を
行
う
件
三
件                                                 

五
二
五 

 

　
　
　
　
　
　
　
　

 

告

　
　示 

　
　
　
　
　
　
　
　

 
 

福
島
県
告
示
第
五
百
九
十
四
号 

地
方
自
治
法
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
令
和
六
年
政
令
第
十
二
号
。
以
下
「
改
正
政
令
」

と
い
う
。
）
附
則
第
二
条
第
一
項
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
改
正
政
令
第
一
条
に

よ
る
改
正
前
の
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
五
十
八
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
、
公
金
の
収
納
の
事
務
を
次
の
と
お
り
委
託
し
た
。 

令
和
六
年
十
一
月
八
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

一

　委
託
し
た
事
務
の
範
囲
及
び
内
容 

農
業
経
営
に
関
す
る
金
融
上
の
措
置
の
改
善
の
た
め
の
農
業
改
良
資
金
助
成
法
等
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
（
平
成
二
十
二
年
法
律
第
二
十
三
号
）
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
農
業
改
良
資
金

助
成
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
二
号
）
第
三
条
第
一
項
の
貸
付
け
に
係
る
資
金
の
元
利
償
還
金

及
び
遅
延
損
害
金
の
収
納
の
事
務 

二

　受
託
者
の
名
称
及
び
所
在
地 

名                    

称

所            

在            

地

ふ
く
し
ま
未
来
農
業
協
同
組
合

　
福
島
市
北
矢
野
目
字
原
田
東
一
番
地
の
一

　
　
　
　
　
　

福
島
さ
く
ら
農
業
協
同
組
合

　
　
郡
山
市
朝
日
二
丁
目
一
四
番
七
号

　
　
　
　
　
　
　
　
　

三

　収
納
の
事
務
を
委
託
す
る
期
間 

令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
農
業
経
済
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
五
百
九
十
五
号 

農
地
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
二
十
九
号
）
第
四
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準

用
す
る
同
法
第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
六
年
八
月
七
日
付
け
で
公
益
財
団
法
人
福
島

県
農
業
振
興
公
社
（
福
島
県
農
地
中
間
管
理
機
構
）
か
ら
申
請
の
あ
っ
た
農
地
を
利
用
す
る
権
利
（
以

下
「
利
用
権
」
と
い
う
。
）
の
設
定
に
関
し
て
、
令
和
六
年
十
月
二
十
八
日
付
け
で
次
の
と
お
り
裁
定

し
た
。 令

和
六
年
十
一
月
八
日 

福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

一

　利
用
権
を
設
定
す
べ
き
農
地
の
所
在
、
地
番
、
地
目
及
び
面
積 

所
在

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　地
番

　
　
　地
目

　面
積
（
平
方
メ
ー
ト
ル
） 

伊
達
郡
桑
折
町
字
下
釜

　
　
　
　
　
　
　三
番
一

　
　田

　
　三
、
〇
二
四 

同

　郡
同

　町
大
字
伊
達
崎
字
岩
ノ
町

　七
番
一

　
　田

　
　
　
　九
九
一 

同

　郡
同

　町
大
字
伊
達
崎
字
岩
ノ
町

　八
番
二

　
　田

　
　
　
　五
一
八 

同

　郡
同

　町
大
字
上
郡
字
坂
下

　
　
　四
三
番
二

　田

　
　一
、
一
四
四 

同

　郡
同

　町
大
字
上
郡
字
松
木
内

　
　四
六
番
二

　畑

　
　
　
　七
〇
九 

二

　利
用
権
の
内
容 

水
稲
の
栽
培
及
び
桃
の
栽
培
で
利
用 

三

　利
用
権
の
始
期
及
び
存
続
期
間 

１

　始
期

　令
和
七
年
四
月
一
日 

２

　存
続
期
間

　五
年 

四

　農
地
の
所
有
者
等
の
情
報 

石
幡

　與
吉
（
亡
） 

五

　借
賃
に
相
当
す
る
補
償
金
の
額

　一
二
三
、
七
二
〇
円 

六

　補
償
金
の
支
払
の
方
法 

当
該
利
用
権
の
始
期
ま
で
に
福
島
地
方
法
務
局
に
補
償
金
を
供
託
す
る
こ
と
。 

（
農
村
振
興
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
五
百
九
十
六
号 

─────────────────────────────────────────────────────────── 
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

　森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

三
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知

を
す
る
相
手
方
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
所
在
が
不
分
明
で
あ
る
た
め
、
同
法
第
百

八
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
当
該
通
知
の
内
容
を
福
島
市
役
所
の
掲
示
場
に
掲
示
し
た
。
当
該
通
知
の
内

容
の
要
旨
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。 

　
　令
和
六
年
十
一
月
八
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

一

　所
在
の
不
分
明
な
者
の
氏
名 

尾
形
歌
吉 

二

　通
知
の
内
容
の
要
旨 

１

　保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
こ
と
。 

２

　当
該
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所
及
び
変
更
後
の
指
定
施
業
要
件
に
つ
い
て
は
、
保
安
林

の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
件
（
令
和
六
年
福
島
県
告
示
第
五
百
五
十
二
号
）
に

よ
る
こ
と
。 

３

　当
該
告
示
の
内
容
に
つ
い
て
異
議
が
あ
る
と
き
は
、
森
林
法
第
三
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
当
該
告
示
の
日
か
ら
三
十
日
以
内
に
意
見
書
を
福
島
県
知
事
に
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ

と
。 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
森
林
保
全
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
五
百
九
十
七
号 

　森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

三
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
し
た
旨
の
通
知
を
す
る
相
手
方

の
う
ち
次
に
掲
げ
る
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
所
在
が
不
分
明
で
あ
る
た
め
、
同
法
第
百
八
十
九
条
の
規

定
に
よ
り
当
該
通
知
の
内
容
を
福
島
市
役
所
の
掲
示
場
に
掲
示
し
た
。
当
該
通
知
の
内
容
の
要
旨
は
、

次
の
と
お
り
で
あ
る
。 

　
　令
和
六
年
十
一
月
八
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

一

　所
在
の
不
分
明
な
者
の
氏
名 

二
階
堂
権
兵
衛

　東
星
興
業
株
式
会
社

　渡
辺
與
一

　渡
辺
重
男

　鉄
地
川
原
廣
視

　鉄
地
川
原

利
八

　渡
辺
喜
一

　丹
治
清

　安
田
光
雄

　阿
部
芳
夫

　大
内
伝
治

　渡
辺
コ
ウ

　渡
辺
茂
英

　笠

井
元
二

　丹
治
正
博

　丹
治
正
敏

　佐
藤
信
一

　浪
岡
敏
英

　渡
辺
一

　渡
邉
一

　鈴
木
春
雄

　菊

田
親
一

　阿
部
昭
一

　安
田
善
太
郎

　大
内
源
三

　鉄
地
川
原
和
子

　渡
辺
愛
菜

　斎
藤
芳
則 

二

　通
知
の
内
容
の
要
旨 

１

　保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
し
た
と
農
林
水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ
た
こ
と
。 

２

　当
該
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所
及
び
変
更
後
の
指
定
施
業
要
件
に
つ
い
て
は
、
保
安
林

の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
件
（
令
和
六
年
農
林
水
産
省
告
示
第
千
七
百
二
十
七
号
）
に
よ
る

こ
と
。 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
森
林
保
全
課
） 
 

　
　
　
　
　
　
　
　

 

公

　
　告 
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公 告 第 ２ ０ ６ 号  
Ｗ Ｔ Ｏ に 基 づ く 政 府 調 達 に 関 す る 協 定 の 適 用 を 受 け る 福 島 県 庁 東 分 庁 舎 ほ か 15 施 設 で

使 用 す る 電 気 に つ い て 、 次 の と お り 一 般 競 争 入 札 を 行 う の で 、 地 方 公 共 団 体 の 物 品 等 又
は 特 定 役 務 の 調 達 手 続 の 特 例 を 定 め る 政 令 （ 平 成 ７ 年 政 令 第 3 7 2 号 ） 第 ６ 条 及 び 福 島 県 財
務 規 則 （ 昭 和 3 9 年 福 島 県 規 則 第 1 7 号 。 以 下 「 財 務 規 則 」 と い う 。 ） 第 2 7 4 条 の ３ 第 １ 項 の
規 定 に よ り 公 告 す る 。  

令 和 ６ 年 11 月 ８ 日  
                                                  福 島 県 知 事   内   堀   雅   雄  
１   入 札 に 付 す る 事 項  

⑴   調 達 を す る 物 品 等 の 名 称 及 び 数 量  
福 島 県 庁 東 分 庁 舎 ほ か 15 施 設 で 使 用 す る 電 気   予 定 数 量 3 , 9 3 8 , 8 0 0 kWh  

⑵   調 達 を す る 物 品 等 の 仕 様 等   仕 様 書 に よ る 。  
⑶   供 給 期 間   令 和 ７ 年 ３ 月 １ 日 午 前 ０ 時 か ら 令 和 ８ 年 ２ 月 28 日 午 後 12 時 ま で  
⑷   供 給 場 所   福 島 県 庁 東 分 庁 舎 （ 福 島 県 福 島 市 杉 妻 町 ５ 番 75 号 ） ほ か 15 施 設  

２   入 札 に 参 加 す る 者 に 必 要 な 資 格 に 関 す る 事 項  
次 に 掲 げ る 条 件 を 全 て 満 足 し て い る 者 で あ り 、 か つ 、 当 該 入 札 に 参 加 す る 者 に 必 要

な 資 格 の 確 認 を 受 け た 者 で あ る こ と 。  
⑴   地 方 自 治 法 施 行 令 （ 昭 和 2 2 年 政 令 第 1 6 号 ） 第 1 6 7 条 の ４ 第 １ 項 各 号 の い ず れ に も 該

当 し な い 者 で あ る こ と 。  
⑵   ３ に 掲 げ る 日 か ら 入 札 の 日 ま で の 間 に 、 福 島 県 か ら 入 札 参 加 資 格 制 限 措 置 又 は 指

名 停 止 を 受 け て い な い 者 で あ る こ と 。  
⑶   会 社 更 生 法 （ 平 成 1 4 年 法 律 第 1 5 4 号 ） の 規 定 に よ る 更 生 手 続 開 始 の 申 立 て を し て い

る 者 若 し く は 申 立 て が な さ れ て い る 者 又 は 民 事 再 生 法 （ 平 成 1 1 年 法 律 第 2 2 5 号 ） の 規
定 に よ る 再 生 手 続 開 始 の 申 立 て を し て い る 者 若 し く は 申 立 て が な さ れ て い る 者 に あ っ
て は 、 当 該 手 続 開 始 の 決 定 を 受 け た 後 に 、 こ の 入 札 に 参 加 す る こ と に 支 障 が な い と
認 め ら れ る 者 で あ る こ と 。  

⑷   電 気 事 業 法 （ 昭 和 3 9 年 法 律 第 1 7 0 号 ） 第 ２ 条 の ２ の 規 定 に よ り 小 売 電 気 事 業 者 と し
て 登 録 を 受 け て い る 者 で あ る こ と 。  

⑸   福 島 県 が 示 す 契 約 電 力 及 び 予 定 使 用 電 力 量 と 同 程 度 の 電 気 供 給 を 令 和 ４ 年 ３ 月 １
日 以 降 に 12 か 月 以 上 継 続 し て 履 行 し た 実 績 が あ り 、 か つ 、 供 給 開 始 日 か ら 確 実 に 安
定 し た 供 給 が で き る 者 で あ る こ と 。  

⑹   福 島 県 電 力 の 調 達 に 係 る 環 境 配 慮 方 針 第 ５ 条 に 定 め る 入 札 参 加 資 格 要 件 を 満 た す
者 で あ る こ と 。  

３   入 札 に 参 加 す る 者 に 必 要 な 資 格 の 確 認  
入 札 に 参 加 を 希 望 す る 者 は 、 所 定 の 一 般 競 争 入 札 参 加 資 格 確 認 申 請 書 に 、 ２ の ⑷ か

ら ⑹ ま で に 掲 げ る 事 項 に つ い て 証 明 で き る 書 類 を 添 付 し て 、 令 和 ６ 年 12 月 ２ 日 （ 月 ）
午 後 ５ 時 15 分 ま で に 次 に 掲 げ る 場 所 に 提 出 し 、 当 該 入 札 に 参 加 す る 者 に 必 要 な 資 格 の
確 認 を 受 け る こ と 。 な お 、 郵 送 に よ り 提 出 す る 場 合 は 、 書 留 郵 便 に よ り 行 う も の と し 、
同 日 同 時 刻 ま で に 必 着 と す る 。  

郵 便 番 号 960 -8670   福 島 県 福 島 市 杉 妻 町 ２ 番 16 号  
福 島 県 総 務 部 文 書 管 財 総 室 施 設 管 理 課  
電 話 02 4 - 52 1 - 70 80  

４   契 約 条 項 を 示 す 場 所 及 び 期 間  
３ に 掲 げ る 場 所 に お い て 、 令 和 ６ 年 11月 ８ 日 （ 金 ） か ら 同 年 12月 ２ 日 （ 月 ） ま で （ 土

曜 日 及 び 日 曜 日 を 除 く 。 ） の 午 前 ８ 時 30 分 か ら 午 後 ５ 時 15 分 ま で  
５   入 札 説 明 書 等 の 配 布  

次 に よ り 、 入 札 説 明 書 、 仕 様 書 、 申 請 書 等 を 配 布 す る 。  
⑴   配 布 期 間   ４ に 掲 げ る 期 間 に 同 じ 。  
⑵   配 布 場 所   ３ に 掲 げ る 場 所 に 同 じ 。  
⑶   そ の 他   郵 送 に よ る 配 布 を 希 望 す る 場 合 は 、 日 本 産 業 規 格 Ａ 列 ４ 番 の 大 き さ の 用

紙 50 枚 が 入 る 程 度 の 大 き さ で 、 所 定 の 料 金 分 の 切 手 を 貼 っ た 宛 先 明 記 の 返 信 用 封 筒
を 同 封 の 上 、 ３ に 掲 げ る 場 所 ま で 令 和 ６ 年 11 月 15 日 （ 金 ） 午 後 ５ 時 15 分 ま で に 必 着
で 請 求 す る こ と 。  

６   入 札 及 び 開 札 の 日 時 及 び 場 所 等  
⑴   日 時   令 和 ６ 年 12 月 19 日 （ 木 ） 午 前 10 時  
⑵   場 所   福 島 県 庁 西 庁 舎 ３ 階   西 326 会 議 室 （ 福 島 県 福 島 市 杉 妻 町 ２ 番 16 号 ）  
⑶   そ の 他   郵 便 に よ り 入 札 を す る 場 合 は 、 書 留 郵 便 に よ り 行 う も の と し 、 令 和 ６ 年

12 月 18 日 （ 水 ） 午 後 ５ 時 15 分 ま で に ３ に 掲 げ る 場 所 に 必 着 と す る 。  

─────────────────────────────────────────────────────────── 

 
 
 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
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─────────────────────────────────────────────────────────── 

 
 
 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
７   入 札 保 証 金 及 び 契 約 保 証 金  

⑴   入 札 保 証 金   入 札 に 参 加 を 希 望 す る 者 は 、 入 札 金 額 （ 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 を 含
む 。 ） の 1 0 0 分 の ３ 以 上 の 額 の 入 札 保 証 金 を 納 付 し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 財 務
規 則 第 2 4 9 条 第 １ 項 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 場 合 に お い て は 、 入 札 保 証 金 の 全 部 又
は 一 部 の 納 付 を 免 除 す る 。  

⑵   契 約 保 証 金   落 札 者 は 、 契 約 金 額 の 100分 の ５ 以 上 の 額 の 契 約 保 証 金 を 納 付 し な け
れ ば な ら な い 。 た だ し 、 財 務 規 則 第 229条 第 １ 項 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 場 合 に お
い て は 、 契 約 保 証 金 の 全 部 又 は 一 部 の 納 付 を 免 除 す る 。  

８   入 札 に 参 加 を 希 望 す る 者 に 要 求 さ れ る 事 項  
こ の 入 札 に 参 加 を 希 望 す る 者 は 、 開 札 日 の 前 日 ま で の 間 に お い て 、 提 出 し た 書 類 に

関 し 、 福 島 県 知 事 か ら 説 明 を 求 め ら れ た 場 合 は 、 そ れ に 応 じ な け れ ば な ら な い 。  
９   入 札 の 無 効  

２ の 入 札 に 参 加 す る 者 に 必 要 な 資 格 の な い 者 の し た 入 札 及 び 入 札 説 明 書 に お い て 示
す 入 札 に 関 す る 条 件 等 に 違 反 し た 入 札 は 、 無 効 と す る 。  

10   そ の 他  
⑴   契 約 手 続 に お い て 使 用 す る 言 語 及 び 通 貨   日 本 語 及 び 日 本 国 通 貨  
⑵   入 札 方 法   入 札 金 額 は 、 各 入 札 者 に お い て 設 定 す る 契 約 電 力 に 対 す る 単 価 （ kW単

価 （ 小 数 点 以 下 を 含 む こ と が で き る 。 ） 。 同 一 月 に お い て は 単 一 の も の と す る 。 ）
及 び 使 用 電 力 量 に 対 す る 単 価 （ kWh 単 価 （ 小 数 点 以 下 を 含 む こ と が で き る 。 ） 。 同 一
月 に お い て は 単 一 の も の と す る 。 ） 並 び に 環 境 価 値 に 対 す る 単 価 （ kWh 単 価 （ 小 数 点
以 下 を 含 む こ と が で き る 。 ） 。 同 一 月 に お い て は 単 一 の も の と す る 。 ） を 根 拠 と し 、
県 が 提 示 す る 契 約 電 力 及 び 予 定 使 用 電 力 量 の 対 価 を 入 札 金 額 と す る こ と 。 な お 、 落
札 の 決 定 に 当 た っ て は 、 入 札 書 に 記 載 さ れ た 金 額 に 当 該 金 額 の 1 0 0 分 の 1 0 に 相 当 す る
額 を 加 算 し た 金 額 （ 当 該 金 額 に １ 円 未 満 の 端 数 が あ る と き は 、 そ の 端 数 金 額 を 切 り
捨 て た 金 額 ） を も っ て 落 札 価 格 と す る の で 、 入 札 者 は 、 消 費 税 に 係 る 課 税 事 業 者 で
あ る か 免 税 事 業 者 で あ る か を 問 わ ず 、 見 積 も っ た 契 約 希 望 金 額 の 110 分 の 100 に 相 当
す る 金 額 を 入 札 書 に 記 載 す る こ と 。  

⑶   落 札 者 の 決 定 方 法   予 定 価 格 の 制 限 の 範 囲 内 で 最 低 の 価 格 を も っ て 有 効 な 入 札 を
行 っ た 入 札 者 を 落 札 者 と す る 。  

⑷   契 約 書 作 成 の 要 否   要  
⑸   福 島 県 政 府 調 達 苦 情 検 討 委 員 会 か ら の 要 請 等   福 島 県 知 事 は 、 福 島 県 政 府 調 達 苦

情 検 討 委 員 会 （ 福 島 県 政 府 調 達 苦 情 検 討 委 員 会 設 置 要 綱 （ 平 成 ８ 年 福 島 県 告 示 第 320
号 ） 第 １ 条 に 規 定 す る 委 員 会 を い う 。 ） か ら 契 約 停 止 の 要 請 を 受 け た 場 合 は 契 約 の
執 行 を 停 止 し 、 契 約 を 破 棄 す る 提 案 が 出 さ れ た 場 合 は 契 約 を 破 棄 す る こ と が で き る 。  

⑹   そ の 他   詳 細 は 、 入 札 説 明 書 に よ る 。  
11   Summary  

⑴   N a t u r e  a n d  q u a n t i t y  o f  t h e  p r o d u c t s  t o  b e  p u r c h a s e d :  E l e c t r i c i t y  S u p p l y  
f o r  u s e  a t  t h e  F u k u s h i m a  P r e f e c t u r a l  E a s t  W i n g  a n d  1 5  o t h e r  f a c i l i t i e s :  
P l a n n e d  a n n u a l  p o w e r  c o n s u m p t i o n :  3 , 9 3 8 , 8 0 0 k W h  

⑵   T i m e - l i m i t  o f  t e n d e r  ( b y  h a n d ) :  1 0 : 0 0  a . m . ,  1 9  D e c e m b e r  2 0 2 4  
⑶   T i m e - l i m i t  o f  t e n d e r  ( b y  m a i l ) :  5 : 1 5  p . m . ,  1 8  D e c e m b e r  2 0 2 4  
⑷   Contact point for the notice:  Faci l i ties Management Divis ion,  Archives and Property  

Man a g e me n t  S e c t i o n ,  G e n e r a l  Adm i n i s t r a t i o n  De p a r tme n t ,  F u k u s h im a  P r e f e c t u r a l  
G o v e r n m e n t ,  2 - 1 6  S u g i t s u m a - c h o ,  F u k u s h i m a  C i t y ,  F u k u s h i m a  9 6 0 - 8 6 7 0  J a p a n  
TEL 024-521 -7080  

                                                                （ 施 設 管 理 課 ）  
                       
公 告 第 ２ ０ ７ 号  
  Ｗ Ｔ Ｏ に 基 づ く 政 府 調 達 に 関 す る 協 定 の 適 用 を 受 け る 福 島 県 環 境 創 造 セ ン タ ー で 使 用
す る 電 気 に つ い て 、 次 の と お り 一 般 競 争 入 札 を 行 う の で 、 地 方 公 共 団 体 の 物 品 等 又 は 特
定 役 務 の 調 達 手 続 の 特 例 を 定 め る 政 令 （ 平 成 ７ 年 政 令 第 3 7 2 号 ） 第 ６ 条 及 び 福 島 県 財 務 規
則 （ 昭 和 3 9 年 福 島 県 規 則 第 1 7 号 。 以 下 「 財 務 規 則 」 と い う 。 ） 第 2 7 4 条 の ３ 第 １ 項 の 規 定
に よ り 公 告 す る 。  

令 和 ６ 年 11 月 ８ 日  
                                  福 島 県 環 境 創 造 セ ン タ ー 所 長   青   木   浩   司  
１   入 札 に 付 す る 事 項  
  ⑴   調 達 を す る 物 品 等 の 名 称 及 び 数 量    
      福 島 県 環 境 創 造 セ ン タ ー で 使 用 す る 電 気   予 定 数 量 6 , 5 9 5 , 7 1 9 kWh  
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
  ⑵   調 達 を す る 物 品 等 の 仕 様 等   仕 様 書 に よ る 。  
  ⑶   供 給 期 間   令 和 ７ 年 ３ 月 １ 日 か ら 令 和 10 年 ２ 月 29 日 ま で  
  ⑷   供 給 場 所   福 島 県 環 境 創 造 セ ン タ ー （ 福 島 県 田 村 郡 三 春 町 字 深 作 10 番 ２ 号 ）  
２   入 札 に 参 加 す る 者 に 必 要 な 資 格 に 関 す る 事 項  
    次 に 掲 げ る 条 件 を 全 て 満 足 し て い る 者 で あ り 、 か つ 、 当 該 入 札 に 参 加 す る 者 に 必 要
  な 資 格 の 確 認 を 受 け た 者 で あ る こ と 。  
  ⑴   地 方 自 治 法 施 行 令 （ 昭 和 22年 政 令 第 16号 ） 第 167条 の ４ 第 １ 項 各 号 の い ず れ に も 該
    当 し な い 者 で あ る こ と 。  
  ⑵   ３ に 掲 げ る 日 か ら 開 札 の 日 ま で の 間 に 、 福 島 県 か ら 入 札 参 加 資 格 制 限 措 置 又 は 指
    名 停 止 を 受 け て い な い 者 で あ る こ と 。  
  ⑶   会 社 更 生 法 （ 平 成 1 4 年 法 律 第 1 5 4 号 ） の 規 定 に よ る 更 生 手 続 開 始 の 申 立 て を し て い

る 者 若 し く は 申 立 て が な さ れ て い る 者 又 は 民 事 再 生 法 （ 平 成 1 1 年 法 律 第 2 2 5 号 ） の 規
定 に よ る 再 生 手 続 開 始 の 申 立 て を し て い る 者 若 し く は 申 立 て が な さ れ て い る 者 に あ っ
て は 、 当 該 手 続 開 始 の 決 定 を 受 け た 後 に 、 こ の 入 札 に 参 加 す る こ と に 支 障 が な い と
認 め ら れ る 者 で あ る こ と 。  

  ⑷   電 気 事 業 法 （ 昭 和 3 9 年 法 律 第 1 7 0 号 ） 第 ２ 条 の ２ の 規 定 に よ り 小 売 電 気 事 業 者 と し
    て 登 録 を 受 け て い る 者 で あ り 、 か つ 、 供 給 開 始 日 か ら 確 実 に 安 定 し た 供 給 が で き る
    者 で あ る こ と 。  
  ⑸   福 島 県 電 力 の 調 達 に 係 る 環 境 配 慮 方 針 第 ５ 条 に 定 め る 資 格 要 件 を 満 た し て い る 者
    で あ る こ と 。  
３   入 札 に 参 加 す る 者 に 必 要 な 資 格 の 確 認  
    入 札 に 参 加 を 希 望 す る 者 は 、 所 定 の 一 般 競 争 入 札 参 加 資 格 確 認 申 請 書 に 、 ２ の ⑷ 及
  び ⑸ に 掲 げ る 事 項 に つ い て 証 明 で き る 書 類 等 を 添 付 し て 、 令 和 ６ 年 12 月 ４ 日 （ 水 ） 午
  後 ５ 時 15 分 ま で に 次 に 掲 げ る 場 所 に 提 出 し 、 当 該 入 札 に 参 加 す る 者 に 必 要 な 資 格 の 確
  認 を 受 け る こ と 。 な お 、 郵 送 に よ り 提 出 す る 場 合 は 、 書 留 郵 便 に よ り 行 う も の と し 、
  同 日 同 時 刻 ま で に 必 着 と す る 。  
    郵 便 番 号 963 -7700   福 島 県 田 村 郡 三 春 町 字 深 作 10 番 ２ 号  
    福 島 県 環 境 創 造 セ ン タ ー 総 務 企 画 部 総 務 課  
    電 話 02 47 -6 1 - 6 1 11  
４   契 約 条 項 を 示 す 場 所 及 び 期 間  
    ３ に 掲 げ る 場 所 に お い て 、 令 和 ６ 年 11月 ８ 日 （ 金 ） か ら 同 年 12月 20日 （ 金 ） ま で （ 土
  曜 日 及 び 日 曜 日 を 除 く 。 ） の 午 前 ８ 時 30 分 か ら 午 後 ５ 時 15 分 ま で  
５   入 札 説 明 書 等 の 配 布  
    次 に よ り 、 入 札 説 明 書 、 仕 様 書 、 申 請 書 等 を 配 布 す る 。  
  ⑴   配 布 期 間   ４ に 掲 げ る 期 間 に 同 じ 。  
  ⑵   配 布 場 所   ３ に 掲 げ る 場 所 に 同 じ 。  
  ⑶   そ の 他   郵 送 に よ る 配 布 を 希 望 す る 場 合 は 、 日 本 産 業 規 格 Ａ 列 ４ 番 の 大 き さ の 用
    紙 50 枚 が 入 る 程 度 の 大 き さ で 、 所 定 の 料 金 分 の 切 手 を 貼 っ た 宛 先 明 記 の 返 信 用 封 筒
    を 同 封 の 上 、 ３ に 掲 げ る 場 所 ま で 令 和 ６ 年 11 月 21 日 （ 木 ） 午 後 ５ 時 15 分 ま で に 必 着
    で 請 求 す る こ と 。  
６   入 札 及 び 開 札 の 日 時 及 び 場 所 等  
  ⑴   日 時   令 和 ６ 年 12 月 23 日 （ 月 ） 午 後 ２ 時  
  ⑵   場 所   福 島 県 環 境 創 造 セ ン タ ー 本 館 大 会 議 室 （ 福 島 県 田 村 郡 三 春 町 字 深 作 10 番 ２
    号 ）  
  ⑶   そ の 他   郵 便 に よ り 入 札 を す る 場 合 は 、 書 留 郵 便 に よ り 行 う も の と し 、 令 和 ６ 年
    12 月 20 日 （ 金 ） 午 後 ５ 時 15 分 ま で に ３ に 掲 げ る 場 所 に 必 着 と す る 。  
７   入 札 保 証 金 及 び 契 約 保 証 金  
  ⑴   入 札 保 証 金   入 札 に 参 加 を 希 望 す る 者 は 、 入 札 金 額 （ 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 を 含
    む 。 ） の 1 0 0 分 の ３ 以 上 の 額 の 入 札 保 証 金 を 納 付 し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 財 務
    規 則 第 2 4 9 条 第 １ 項 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 場 合 に お い て は 、 入 札 保 証 金 の 全 部 又
    は 一 部 の 納 付 を 免 除 す る 。  
  ⑵   契 約 保 証 金   落 札 者 は 、 契 約 金 額 の 1 0 0 分 の ５ 以 上 の 額 の 契 約 保 証 金 を 納 付 し な け
    れ ば な ら な い 。 た だ し 、 財 務 規 則 第 2 2 9 条 第 １ 項 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 場 合 に お
    い て は 、 契 約 保 証 金 の 全 部 又 は 一 部 の 納 付 を 免 除 す る 。  
８   入 札 に 参 加 を 希 望 す る 者 に 要 求 さ れ る 事 項  
    こ の 入 札 に 参 加 を 希 望 す る 者 は 、 開 札 日 の 前 日 ま で の 間 に お い て 、 提 出 し た 書 類 に
  関 し 、 福 島 県 環 境 創 造 セ ン タ ー 所 長 か ら 説 明 を 求 め ら れ た 場 合 は 、 そ れ に 応 じ な け れ
  ば な ら な い 。  
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９   入 札 の 無 効  
    ２ の 入 札 に 参 加 す る 者 に 必 要 な 資 格 の な い 者 の し た 入 札 及 び 入 札 説 明 書 に お い て 示
  す 入 札 に 関 す る 条 件 等 に 違 反 し た 入 札 は 、 無 効 と す る 。  
10   そ の 他  
  ⑴   契 約 の 手 続 に お い て 使 用 す る 言 語 及 び 通 貨   日 本 語 及 び 日 本 国 通 貨  
  ⑵   入 札 方 法   入 札 金 額 は 、 各 入 札 者 に お い て 設 定 す る 契 約 電 力 に 対 す る 単 価 （ kW単
    価 （ 小 数 点 以 下 を 含 む こ と が で き る 。 ） 。 同 一 月 に お い て は 単 一 の も の と す る 。 ）
    及 び 使 用 電 力 量 に 対 す る 単 価 （ kWh 単 価 （ 小 数 点 以 下 を 含 む こ と が で き る 。 ） 。 同 一
    月 に お い て は 単 一 の も の と す る 。 ） を 根 拠 と し 、 県 が 提 示 す る 契 約 電 力 及 び 予 定 使
    用 電 力 量 の 対 価 を 入 札 金 額 と す る こ と 。 な お 、 落 札 の 決 定 に 当 た っ て は 、 入 札 書 に
    記 載 さ れ た 金 額 に 当 該 金 額 の 1 0 0 分 の 1 0 に 相 当 す る 額 を 加 算 し た 金 額 （ 当 該 金 額 に １
    円 未 満 の 端 数 が あ る と き は 、 そ の 端 数 金 額 を 切 り 捨 て る も の と す る 。 ） を も っ て 落
    札 価 格 と す る の で 、 入 札 者 は 、 消 費 税 に 係 る 課 税 事 業 者 で あ る か 免 税 事 業 者 で あ る
    か を 問 わ ず 、 見 積 も っ た 契 約 希 望 金 額 の 110 分 の 100 に 相 当 す る 金 額 を 入 札 書 に 記 載
    す る こ と 。  
  ⑶   落 札 者 の 決 定 方 法   予 定 価 格 の 制 限 の 範 囲 内 で 最 低 の 価 格 を も っ て 有 効 な 入 札 を
    行 っ た 入 札 者 を 落 札 者 と す る 。  
  ⑷   契 約 書 作 成 の 要 否   要  

⑸   福 島 県 政 府 調 達 苦 情 検 討 委 員 会 か ら の 要 請 等   福 島 県 環 境 創 造 セ ン タ ー 所 長 は 、
福 島 県 政 府 調 達 苦 情 検 討 委 員 会 （ 福 島 県 政 府 調 達 苦 情 検 討 委 員 会 設 置 要 綱 （ 平 成 ８
年 福 島 県 告 示 第 3 2 0 号 ） 第 １ 条 に 規 定 す る 委 員 会 を い う 。 ） か ら 契 約 停 止 の 要 請 を 受
け た 場 合 は 契 約 の 執 行 を 停 止 し 、 契 約 を 破 棄 す る 提 案 が 出 さ れ た 場 合 は 契 約 を 破 棄
す る こ と が で き る 。  

  ⑹   そ の 他   詳 細 は 、 入 札 説 明 書 に よ る 。  
11   Summary  

⑴   N a t u r e  a n d  q u a n t i t y  o f  t h e  p r o d u c t s  t o  b e  p u r c h a s e d :  E l e c t r i c i t y  S u p p l y  
f o r  u s e  a t  t h e  F u k u s h i m a  P r e f e c t u r a l  C e n t r e  f o r  E n v i r o n m e n t a l  C r e a t i o n  
( P l a n n e d  a n n u a l  p o w e r  c o n s u m p t i o n :  6 , 5 9 5 , 7 1 9 k W h )  

  ⑵   T i m e - l i m i t  o f  t e n d e r  ( b y  h a n d ) :  2 : 0 0  p . m . ,  2 3  D e c e m b e r  2 0 2 4  
  ⑶   T i m e - l i m i t  o f  t e n d e r  ( b y  m a i l ) :  5 : 1 5  p . m . ,  2 0  D e c e m b e r  2 0 2 4  
  ⑷   C o n t a c t  p o i n t  f o r  t h e  n o t i c e :  G e n e r a l  A f f a i r s  D i v i s i o n ,  G e n e r a l   
    A d m i n i s t r a t i o n  a n d  P l a n n i n g  D e p a r t m e n t ,  F u k u s h i m a  P r e f e c t u r a l  C e n t r e  f o r   
    E n v i r o n m e n t a l  C r e a t i o n ,  1 0 - 2  F u k a s a k u ,  M i h a r u  T o w n ,  T a m u r a  C o u n t y ,   
    Fukush ima  963 -7700  Japan  TEL 0247 -61 -6111  
                                                            （ 生 活 環 境 総 務 課 ）  
                       
公 告 第 ２ ０ ８ 号  

Ｗ Ｔ Ｏ に 基 づ く 政 府 調 達 に 関 す る 協 定 の 適 用 を 受 け る 物 品 等 の 購 入 に つ い て 、 次 の と
お り 一 般 競 争 入 札 を 行 う の で 、 地 方 公 共 団 体 の 物 品 等 又 は 特 定 役 務 の 調 達 手 続 の 特 例 を
定 め る 政 令 （ 平 成 ７ 年 政 令 第 3 7 2 号 ） 第 ６ 条 及 び 福 島 県 財 務 規 則 （ 昭 和 3 9 年 福 島 県 規 則 第
17 号 。 以 下 「 財 務 規 則 」 と い う 。 ） 第 274 条 の ３ 第 １ 項 の 規 定 に よ り 公 告 す る 。  

令 和 ６ 年 11 月 ８ 日  
福 島 県 知 事   内   堀   雅   雄  

１   入 札 に 付 す る 事 項  
⑴   調 達 を す る 物 品 等 の 名 称 及 び 数 量    

ア   凍 結 防 止 剤 散 布 車 １ （ 湿 潤 式 ）   １ 台  
イ   凍 結 防 止 剤 散 布 車 ２ （ 乾 式 ）   ２ 台  

⑵   調 達 を す る 物 品 等 の 仕 様 等   仕 様 書 に よ る 。  
⑶   納 入 期 限  

ア   令 和 ８ 年 ２ 月 27 日 （ 金 ）  
イ   令 和 ８ 年 ２ 月 27 日 （ 金 ）  

⑷   納 入 場 所  
ア   福 島 県 い わ き 建 設 事 務 所   小 名 浜 雪 氷 詰 所 （ 福 島 県 い わ き 市 石 塚 町 餅 田 地 内 ）  
イ   福 島 県 喜 多 方 建 設 事 務 所 （ 福 島 県 喜 多 方 市 松 山 町 鳥 見 山 字 下 天 神 ６ 番 地 ３ ） 及

び 福 島 県 山 口 土 木 事 務 所 （ 福 島 県 南 会 津 郡 南 会 津 町 山 口 字 村 上 842 番 地 ）  
２   入 札 に 参 加 す る 者 に 必 要 な 資 格 に 関 す る 事 項  

次 に 掲 げ る 条 件 を 全 て 満 足 し て い る 者 で あ り 、 か つ 、 当 該 入 札 に 参 加 す る 者 に 必 要
な 資 格 の 確 認 を 受 け た 者 で あ る こ と 。  
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⑴   地 方 自 治 法 施 行 令 （ 昭 和 22年 政 令 第 16号 ） 第 167条 の ４ 第 １ 項 各 号 の い ず れ に も 該
当 し な い 者 で あ る こ と 。  

⑵   福 島 県 の 物 品 購 入 （ 修 繕 ） 競 争 入 札 参 加 有 資 格 者 名 簿 に 登 載 さ れ て い る 者 又 は 開
札 時 ま で に 福 島 県 の 物 品 購 入 （ 修 繕 ） 競 争 入 札 参 加 資 格 を 取 得 し て い る 者 で あ る こ
と 。  

⑶   物 品 購 入 （ 修 繕 ） 一 般 競 争 入 札 参 加 資 格 確 認 申 請 書 の 提 出 期 限 の 日 か ら 入 札 の 日
ま で の 間 に 福 島 県 か ら 物 品 の 買 入 れ 又 は 修 繕 に 係 る 参 加 資 格 制 限 を 受 け て い な い こ
と 。  

⑷   こ の 公 告 に 示 し た 仕 様 に 合 致 し た 物 品 又 は こ れ と 同 等 の 物 品 に つ い て 納 入 実 績 が
あ り 、 か つ 、 確 実 に 納 入 で き る こ と 。  

⑸   当 該 物 品 に 係 る 迅 速 な 保 守 及 び 修 理 の 体 制 が 整 備 さ れ て い る こ と 。  
３   入 札 に 参 加 す る 者 に 必 要 な 資 格 の 確 認  

入 札 に 参 加 を 希 望 す る 者 は 、 所 定 の 物 品 購 入 （ 修 繕 ） 一 般 競 争 入 札 参 加 資 格 確 認 申
請 書 に 、 ２ の ⑷ に 掲 げ る 事 項 に つ い て 証 明 で き る 書 類 を 添 付 し て 、 令 和 ６ 年 12 月 ２ 日
（ 月 ） 午 後 ５ 時 ま で に 次 に 掲 げ る 場 所 に 提 出 し 、 当 該 入 札 に 参 加 す る 者 に 必 要 な 資 格
の 確 認 を 受 け る こ と 。 な お 、 郵 送 に よ り 提 出 す る 場 合 は 、 同 日 午 後 ５ 時 ま で 必 着 と す
る 。  

郵 便 番 号 960 -8670   福 島 県 福 島 市 杉 妻 町 ２ 番 16 号  
福 島 県 出 納 局 入 札 用 度 課  
電 話 02 4 - 52 1 - 75 63  

４   契 約 条 項 を 示 す 場 所 及 び 期 間  
３ に 掲 げ る 場 所 に お い て 令 和 ６ 年 11 月 ８ 日 （ 金 ） か ら 同 年 12 月 ２ 日 （ 月 ） ま で （ 土

曜 日 及 び 日 曜 日 を 除 く 。 ） の 午 前 ８ 時 30 分 か ら 午 後 ５ 時 ま で  
５   入 札 書 の 提 出 場 所 等  

⑴   入 札 書 の 提 出 場 所 、 入 札 説 明 書 の 配 布 場 所 及 び 問 合 せ 先   ３ に 掲 げ る 場 所 に 同 じ 。  
な お 、 郵 送 に よ る 入 札 説 明 書 の 配 布 を 希 望 す る 場 合 は 、 日 本 産 業 規 格 Ａ 列 ４ 番 の 大
き さ の 用 紙 30 枚 が 入 る 程 度 の 大 き さ で 、 所 定 の 料 金 分 の 切 手 を 貼 っ た 宛 先 明 記 の 返
信 用 封 筒 を 同 封 の 上 、 ３ に 掲 げ る 場 所 ま で 令 和 ６ 年 11 月 18 日 （ 月 ） 午 後 ５ 時 ま で に
必 着 で 請 求 す る こ と 。  

⑵   入 札 説 明 会 の 日 時 及 び 場 所   令 和 ６ 年 11 月 18 日 （ 月 ） 午 前 11 時   福 島 県 出 納 局 入
札 用 度 課  

⑶   入 札 及 び 開 札 の 日 時 及 び 場 所  
ア   １ の ⑴ の ア に 掲 げ る 物 品 等   令 和 ６ 年 12 月 23 日 （ 月 ） 午 後 １ 時 30 分   福 島 県 出

納 局 入 札 用 度 課  
イ   １ の ⑴ の イ に 掲 げ る 物 品 等   令 和 ６ 年 12 月 23 日 （ 月 ） 午 後 ２ 時   福 島 県 出 納 局

入 札 用 度 課  
    （ 郵 便 に よ り 入 札 を す る 場 合 は 、 書 留 郵 便 に よ り 行 う も の と し 、 令 和 ６ 年 12 月 2 0

日 （ 金 ） 午 後 ５ 時 ま で に 必 着 の こ と 。 ）  
６   入 札 保 証 金 及 び 契 約 保 証 金  

⑴   入 札 保 証 金   こ の 入 札 に 参 加 を 希 望 す る 者 は 、 入 札 金 額 （ 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税
を 含 む 。 ） の 100分 の ３ 以 上 の 額 の 入 札 保 証 金 を 納 付 し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、
財 務 規 則 第 2 4 9 条 第 １ 項 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 場 合 に お い て は 、 入 札 保 証 金 の
全 部 又 は 一 部 の 納 付 を 免 除 す る 。  

⑵   契 約 保 証 金   落 札 者 は 、 契 約 金 額 の 1 0 0 分 の ５ 以 上 の 額 の 契 約 保 証 金 を 納 付 し な け
れ ば な ら な い 。 た だ し 、 財 務 規 則 第 2 2 9 条 第 １ 項 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 場 合 に お
い て は 、 、 契 約 保 証 金 の 全 部 又 は 一 部 の 納 付 を 免 除 す る 。  

７   入 札 に 参 加 を 希 望 す る 者 に 要 求 さ れ る 事 項  
こ の 入 札 に 参 加 を 希 望 す る 者 は 、 開 札 日 の 前 日 ま で の 間 に お い て 、 提 出 し た 書 類 に

関 し 、 福 島 県 知 事 か ら 説 明 を 求 め ら れ た 場 合 は 、 そ れ に 応 じ な け れ ば な ら な い 。  
８   入 札 の 無 効  

２ の 入 札 に 参 加 す る 者 に 必 要 な 資 格 の な い 者 の し た 入 札 及 び 入 札 説 明 書 に お い て 示
す 入 札 に 関 す る 条 件 等 に 違 反 し た 入 札 は 、 無 効 と す る 。  

９   そ の 他  
⑴   契 約 手 続 に お い て 使 用 す る 言 語 及 び 通 貨   日 本 語 及 び 日 本 国 通 貨  
⑵   入 札 方 法   落 札 の 決 定 に 当 た っ て は 、 入 札 書 に 記 載 さ れ た 金 額 に 当 該 金 額 の 1 0 0 分

の 10 に 相 当 す る 額 を 加 算 し た 金 額 （ 当 該 金 額 に １ 円 未 満 の 端 数 が あ る と き は 、 そ の
端 数 金 額 を 切 り 捨 て た 金 額 ） を も っ て 落 札 価 格 と す る の で 、 入 札 者 は 、 消 費 税 に 係
る 課 税 事 業 者 で あ る か 免 税 事 業 者 で あ る か を 問 わ ず 、 見 積 も っ た 契 約 希 望 金 額 の 110

第528号令和 6 年11月8日　金曜日 福 島 県 報529



─────────────────────────────────────────────────────────── 

 
 
 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

分 の 100 に 相 当 す る 金 額 を 入 札 書 に 記 載 す る こ と 。  
⑶   落 札 者 の 決 定 方 法   予 定 価 格 の 制 限 の 範 囲 内 で 最 低 の 価 格 を も っ て 有 効 な 入 札 を

行 っ た 者 を 落 札 者 と す る 。  
⑷   契 約 書 作 成 の 要 否   要  
⑸   福 島 県 政 府 調 達 苦 情 検 討 委 員 会 か ら の 要 請 等   福 島 県 知 事 は 、 福 島 県 政 府 調 達 苦

情 検 討 委 員 会 （ 福 島 県 政 府 調 達 苦 情 検 討 委 員 会 設 置 要 綱 （ 平 成 ８ 年 福 島 県 告 示 第 320
号 ） 第 １ 条 に 規 定 す る 委 員 会 を い う 。 ） か ら 契 約 停 止 の 要 請 を 受 け た 場 合 は 契 約 の
執 行 を 停 止 し 、 契 約 を 破 棄 す る 提 案 が 出 さ れ た 場 合 は 契 約 を 破 棄 す る こ と が で き る 。  

⑹   そ の 他   詳 細 は 、 入 札 説 明 書 に よ る 。  
10   Summary  

⑴   N a t u r e  a n d  q u a n t i t y  o f  t h e  p r o d u c t s  t o  b e  p u r c h a s e d :  
①   De i c i n g  s p r e a d e r 1  ( T y p e :  L i q u i d )  1  u n i t  
②   De i c i n g  s p r e a d e r 2  ( T y p e :  S o l i d )  2  u n i t s  

⑵   T i m e - l i m i t  o f  t e n d e r  ( b y  h a n d ) :  
①   1 : 3 0  p . m . ,  2 3  D e c em b e r  2 0 24  
②   2 : 0 0  p . m . ,  2 3  D e c em b e r  2 0 24  

⑶   T i m e - l i m i t  o f  t e n d e r  ( b y  m a i l ) :  5 : 0 0  p . m . ,  2 0  D e c e m b e r  2 0 2 4  
⑷   C o n t a c t  p o i n t  f o r  t h e  n o t i c e :  B i d  A dm i n i s t r a t i o n  D i v i s i o n ,  T r e a s u r y  B u r e a u ,  

Fukush ima  Pre fectural  Governmen t ,  2 -16  Sug i tsuma-cho ,  Fukush ima  Ci ty ,  Fukushima   
960 -8670  Jap an  TEL 024 -521 - 7413  

（ 入 札 用 度 課 ）  
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